
伐木造材作業に関する基本安全行動

① 集材装置等の主索直下及び内角側等の危険箇所への立入禁止

② 荷掛け、荷外しの際の合図及び退避の徹底

① 路肩からの転落防止のための走行路の幅員確保

② 作業者と接触防止のための明確な合図の実施

③ 路肩傾斜地で転倒又は転落による危険を防止するため、

シートベルト着用の徹底

④ 木材伐出機械等の運転席のヘッドガード、防護柵の設置

⑤ 木材伐出機械等運転業務従事者に対する特別教育受講の徹底

シート

ベルト

① 専用工具使用等による安全対策の徹底

② かかり木を放置する場合の危険区域の標示及び立入禁止

・樹高の２倍の区域内は伐倒者以外立入禁止

・伐倒前に周囲を確認、合図の励行

県内の林業における平成２９年

の休業４日以上の災害のうち、

約３０％がチェンソーまたは刈払

機による脚部の切創災害です。

チェンソー、刈払機を使用する際

は保護衣等を着用しましょう。

集材作業に関する基本安全行動

車両系木材伐出機械等作業に関する基本安全行動

Ｗ

１．２Ｗ以上必要

かかり木処理作業に関する基本安全行動

Ｈ
２Ｈ

荷かけ者は退避後に合図

平成２９年に県内において、機械集材装置で伐倒木を集材中に伐倒木が

荷かけ者に激突する死亡災害が発生しています。

荷かけ者は必ず荷かけ後に適切な退避場所に退避してから、機械集材装

置の運転者に運転の合図を行ってください。

走行路の幅員は車両系

木材伐出機械の接地幅の

１．２倍以上必要です。

転倒時の運転者保護の

ため、転倒時保護構造で、

シートベルトを着用しましょう。

原木等が接触するおそれの

ある場所は立入禁止

平成２８年に県内で木材グラップルを運転中、運転者は重機とともに

転落し、運転席から投げ出された死亡事故が発生しています。

平成３０年に県内において、

ハーベスタの集材ウインチ

等で集材中、伐倒木が転が

り落ち、斜面したにいた荷か

け者に激突する死亡事故が

発生しています。

平成２９年に県内において、放置していたかかり木が

外れ、かかり木に激突する死亡事故が発生しています。

車両系木材伐出機械に

よるかかり木処理
けん引具によるかかり木処理

フェリングレバーによる

かかり木処理

速やかに処理できない場合は

危険区域の表示及び立入禁止

立

入

禁

止

① 指差し呼称等による周囲の確認

② 安全な伐倒方向の決定及び適切な受け口切り追い口切りの徹底

③ 伐倒の際のくさびの使用

④ 適切な退避場所の選定

⑤ 伐倒の際の合図及び退避の徹底

⑥ キックバック、枝のはね返り等防止のためのチェーンソーの適正使用

⑦ 急傾斜地等を移動する際の墜落・転落災害防止用の歩行補助ロープの

設置及び安全帯使用の徹底又は迂回移動の励行

⑧ チェーンソー及び刈り払い機使用時に保護衣及び足指防護用作業靴の着用
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